
区・町内会 

区長・町総代のみなさんへ 

 日頃、区・町内会では、『地域の問題、悩みの解決、地域課題の実

現など』について熱心な話し合いの場が持たれていることと思われ

ます。市ではその“地域の話し合いの場”に職員を派遣する制度 

（江南市まちづくり懇談会）を設けています。 

“地域コミュニティの活性化”と“地域の自治力の向上”を目指し、

市職員も共に考えます。 
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Ｑ 申し込み対象となるのは誰？ 

Ａ 区・町内会になります。 

 

 

 

 

 

 

Ｑ そもそも、まちづくり懇談会って何？ 

Ａ 地域には、それぞれ問題・悩み、課題がある 

と思います。それらの問題、課題について、地域

の皆さんが話しあう場に市職員を派遣する仕組み

を“まちづくり懇談会”と呼んでいます。 

地域住民の意見を集約し、地域として決定し、

実行していく力〔地域の自治力〕が向上していく

ことを期待しています。 

 

Ｑ 開催するのは誰？ 

Ａ 企画・実施するのは区・町内会になります。 

 

 

Ｑ 実施主体が区・町内会なので、懇談会の議事進行

なども区・町内会側で行うの？ 

Ａ そうです。会場の手配や管理も区・町内会でお願

いします。 
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Ｑ 参加者は区・町内会の役員だけでもいいの？ 

Ａ まちづくり懇談会を地域に開かれた形で開催して

いただきたいと思います。役員さんのほか、地域

の皆さんに参加を呼び掛けてください。 

 

Ｑ 懇談会には、事業所などの参加も可能？ 

Ａ 地域の事業所さんも、まちづくりの担い手です。

事業所さんにも参加を呼び掛けてください。 

 

Ｑ 江南市はどう関わるの？ 

Ａ 懇談会のテーマに応じた担当課の市職員を

派遣します。職員も地域の皆さんと一緒に、

地域の問題解決について考えていきます。 

 

Ｑ 開催できる時間などは？ 

Ａ 開催日は、年末年始（１２月２９日～１月３日）

以外の日です。また、開催時間は午前９時から午後

９時までの間の２時間以内でお願いします。出席す

る職員の職場の都合もありますので、事前協議の中

で、調整していくことになります。 

 



Ｑ テーマは、どんなものになるの？ 

Ａ 地域の問題・悩み、課題は、地域によってさまざ

まですが、例えば、次のようなものが考えられます。 

  （例） 

防犯パトロール…防犯の必要性はみんな分かってい

るのにパトロール参加者が集まら

ない。この問題、みんなで考えま

しょう。 

高齢者の見守り…ひとり暮らしの高齢者や、昼間独

居の高齢者の方々を、身近な人の

眼と肌で見守りたい。この問題、

みんなで考えましょう。 

子 育 て 応 援…「子育て」が「孤育て」になって

いる人いませんか？ 身近な地域

で子育て、親育てを応援したい。

この問題、みんなで考えましょう。 

★★「道路を拡幅してほしい」「地域の集会所を市で

建設してほしい」など、市役所の役割

のみを一方的に求める要望は、まちづ

くり懇談会の趣旨に合いません。 

 



 

 

みんなで話し合いましょう。 

住民としては、何ができるのか。 

家庭としては、何ができるのか。 

自治会としては、何ができるのか。 

市としては、地域と協働して何がで

きるのか。 

みんなで考えましょう。 

 

 

Ｑ 当日の懇談会は、公開で開催するの？ 

Ａ 公開で開催してください。懇談会の概要について

は、後日、市のホームページで公開します。また、

報道機関の取材依頼があった場合にも応じていく

こととします。 

 

Ｑ 問合せ、相談先は？ 

Ａ 市役所２階の企画課です。 

  電話 ５４－１１１１（内線３４８） 

 



①まちづくり懇談会開催
　の問い合わせ・相談

②まちづくり懇談会の
　趣旨・開催要領の説明

③事前協議の申込

④関係部課に回付（通知）

　

⑦関係部課に回付（通知）

⑧職員派遣の決定通知

⑨地域へまちづくり懇談会
　を広報し、幅広い参加者
　を募る。

⑩まちづくり懇談会のテー
マに取り組んでいるNPO・
ボランティア団体等に参加
を呼びかける。

参加 　　　　　　　職員派遣 職員派遣

⑫開催結果（概要）を作成
　し、ホームページで発信
　する。

まちづくり懇談会開催までの流れ

区・町内会

江 南 市

企画課
（市役所２階）

関係部課（懇談会のテーマに応
じた部課が担当します。）

⑥事前協議終了後、
　まちづくり懇談会
　職員派遣の申込

事前協議
申込

⑤事前協議（主催者、企画課、関係部課）
・懇談会のテーマ

（解決したい地域問題や実現したい地域課題を整理、確認）
・日程、派遣職員の調整 等

申込

決定
通知

⑪まちづくり懇談会の実施


